
生駒市規則第１４号 

 生駒市立保育所条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年９月２７日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市立保育所条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （生駒市立保育所条例施行規則の一部改正） 

第１条 生駒市立保育所条例施行規則（平成１３年３月生駒市規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    生駒市立保育所規則 

  第１条を次のように改める。 

  （趣旨） 

 第１条 生駒市立保育所（以下「保育所」という｡)については、別に定めるも

ののほか、この規則の定めるところによる。 

  第３条第１項第１号中「場合」の次に「（保育の利用が１月当たり平均２７

５時間まで（１日当たり１１時間までに限る｡)の場合をいう｡)」を加え、同項

第２号中「場合」の次に「（保育の利用が１月当たり平均２００時間まで（１

日当たり８時間までに限る｡)の場合をいう｡)」を加える。 

  第４条中「様式第１号」を「別記様式」に改める。 

  第７条から第９条までを削り、第１０条を第７条とする。 

  別表を削る。 

  様式第２号を削り、様式第１号を別記様式とする。 

 （生駒市会計規則の一部改正） 

第２条 生駒市会計規則（昭和４８年３月生駒市規則第２号）の一部を次のよう



に改正する。 

  第２条第１号中「生駒市立保育所条例」を「生駒市立保育所の設置等に関す

る条例」に改める。 

 （生駒市保育所運営委員会規則の一部改正） 

第３条 生駒市保育所運営委員会規則（昭和４６年４月生駒市規則第７号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条中「生駒市立保育所条例」を「生駒市立保育所の設置等に関する条例

」に、「第５条第２項」を「第４条第２項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 


